
城北地区青少年健全育成推進協議会

　城北地区青少年健全育成推進協議会は、城北地区内の青少年の健全育成に係わる各種団体から

推薦された２８名の委員で構成し、環境浄化・健全育成・研修・広報の４部会があり、それぞれ

市民行動プラン『あいづっこ宣言』の推進母体として様々な活動を行っております。

　　　以下、各部会の活動を紹介します。

※環境浄化部会 1. 青少年健全育成標語コンクール

城北小学校全学年を対象に、夏休み期間中。

入選者１８名に賞状と記念品贈呈。優秀作品３点は立て看板にして小学

校前に設置した。

2. 地区内社会環境調査

毎年３月に、地区内のゲームセンター、書店、コンビニ、ビデオ店、な

ど県青少年健全育成条例の違反等の有無を調査し、不都合があれば改善

をお願いしている。

※健全育成部会 1. 青少年健全育成街頭啓発キャンペーン

毎年８月末に第一中学校生徒、城北小学校児童を中心に青少協委員、先

生方総勢３０名が、JR会津若松駅前周辺と食品館ピボット前にてチラシ

７００枚を配布し、非行防止を訴えた。

2. 朝のあいさつ運動

城北小学校毎月１５日に実施。朝７時ごろから８時頃まで実施。

実施体制全委員二班体制。第一中学校は毎年４月に２回、１１月に２回

行っている。

3. 自転車マナー      Up      街頭補導

平成２８年５月１０日（火）と１２月１３日（火）の２回、会津若松駅

前北駐輪場にて、主に高校生の自転車利用者に対するマナーUp街頭補導

を行った。



※研修部会 1. 子どもを守り育てる為の研修会

毎年９月に社会教育指導員の方や、会津若松警察署安全課専門少年警察

補導員の方を講師に、協議会委員、地域の皆さんにも参加していただき、

少年問題に対する家庭や地域の教育力や育成力の向上を図っている。

※広報部会 1. 広報　のぞみ発行

年一回２月１日発行。地区内3800世帯回覧。協議会４部会の活動や、地

域の情報、校長先生等の記事を掲載し、また、「地域の子どもは地域で

守り育てる」を合言葉に頑張る委員達を紹介し、広く協議機会の活動を

お知らせしている。

※その他の活動 1. あいづっこ宣言のぼり旗掲揚

毎年３月４月の春季における会津若松市青少年健全育成推進運動月間、

７月８月の青少年健全育成県民総ぐるみ運動月間、１１月の子ども若者

育成支援強調月間に合わせ、年間１５０日間「あいづっこ宣言」六つの

提言入りのぼり旗を城北小学校学校前に掲揚している。

2. 城北コミセンふれあい文化まつり子ども広場共催

3. 城北地区大運動祭共催

4. 史跡めぐりハイキング共催  （平成      28      年度は諸般の事情により中止しました）


